
建設部都市整備建築課 公園緑地係

令和３年９月２日
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【公園施設の整備】事業について

市内の公園内に設置された遊具や設備等の安
全確保に努めるとともに、保全地区の有効活
用を図るため整備に取り組む

●目的：公園緑地や保全地区の適正な維持管理

●手段：市民が安全で快適に利用できるよう、遊具の安全点検や施設・設備の修繕、

    高木化樹木の剪定及び保全地区の維持管理等を計画的に実施する

指標

都市計画公園；17ヶ所（高森山総合運動公園・三本木霊園を除く）

保全地区；16ヶ所
広場等（桜の広場・入口広場・街路樹）
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都市公園設置状況  №1

№ 種別 公 園 名
計画決定
面積(ha)

開  設
面積(ha)

遊具設置状況

1 街区 太素公園 0.80 0.80 ﾌﾞﾗﾝｺ 1 滑り台 1 ﾗﾀﾞｰ 1 砂場　　　　　　2           5

2 街区 八甲公園 1.31 1.31 ﾌﾞﾗﾝｺ 2 滑り台 1 ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ 2 ﾗﾀﾞｰ 1 はん登棒 1 ｺﾝｸﾘｰﾄﾄﾚｲﾝ 1 つき山 1 砂場 2 11

3 街区 小稲公園 0.07 0.07 ﾌﾞﾗﾝｺ 1 滑り台 1 鉄棒 1 ﾘﾝｸ遊具 1 砂場 2           6

4 街区 瀬戸山公園 0.15 0.15 ﾌﾞﾗﾝｺ 1 滑り台 1 ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ 1 ﾗﾀﾞｰ 1 砂場 1        5

5 街区 東小稲公園 0.24 0.24 ﾌﾞﾗﾝｺ 1 滑り台 1 ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ 1 砂場 1               4

6 街区 西金崎公園 0.24 0.24 ﾌﾞﾗﾝｺ 1 滑り台 1 ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ 1 ﾘﾝｸ遊具 1 砂場 1           5

7 街区 大門公園 0.20 0.20 ﾌﾞﾗﾝｺ 1 滑り台 1 鉄棒 1 ﾗﾀﾞｰ 1 砂場 1      5

8 街区 元町公園 0.20 0.20 ﾌﾞﾗﾝｺ 1 滑り台 1 鉄棒 1 ﾗﾀﾞｰ 1 砂場 2           6

9 街区 三本木公園 0.18 0.18 ﾌﾞﾗﾝｺ 1 ｼｰｿｰ 1                     2

10 街区 栄森公園 0.16 0.16 ﾌﾞﾗﾝｺ 1 滑り台 1 砂場 2                   4

11 街区 あけぼの公園 0.30 0.30 ﾌﾞﾗﾝｺ 1 滑り台 1 ｼｰｿｰ 1 ﾘﾝｸ遊具 1 砂場 1           5

12 街区 北里公園 0.21 0.21 ﾌﾞﾗﾝｺ 1 滑り台 1 ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ 1 鉄棒 1 ﾗﾀﾞｰ 1 砂場 2        7

13 街区 ひがしの公園 0.27 0.27 ﾌﾞﾗﾝｺ 1 滑り台 1 鉄棒 1 砂場 1               4

14 街区 前谷地公園 0.28 0.28 ﾌﾞﾗﾝｺ 1 滑り台 1 ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ 1 砂場 1               4

15 近隣 三木野公園 2.04 2.04 ﾌﾞﾗﾝｺ 2 滑り台 1                 3

16 近隣 若葉公園 3.10 3.10 ﾌﾞﾗﾝｺ 1 複合遊具 1 ﾗﾀﾞｰ 1 ﾘﾝｸ遊具 1 砂場 1        5

17 総合 中央公園 10.27 10.27 ﾌﾞﾗﾝｺ 2 滑り台 2 ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ 2 ｺﾝｸﾘｰﾄﾄﾚｲﾝ 1 つき山 1 ﾌﾟﾚｲｳｫｰﾙ 1 砂場 2     11

18 運動 高森山総合運動公園 169.50 30.33                              

19 墓園 三本木霊園 4.68 3.41                              

合計 194.20 53.76                              92

1．都市計画公園
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都市公園設置状況  №2

№ 保全地区番号
面積
（ha）

遊具設置状況

1 保全地区第2号 0.8056              0

2 保全地区第3号 1.339              0

3 保全地区第4号 0.8857              0

4 保全地区第5号 0.5569              0

5 保全地区第6号 0.5615              0

6 保全地区第7号 0.6837              0

7 保全地区第8号 0.5471              0

8 保全地区第9号 0.5933              0

9 保全地区第10号 0.768              0

10 保全地区第11号 0.546 ﾌﾞﾗﾝｺ 2 滑り台 2 ﾘﾝｸ遊具 2 砂場 3 9

11 保全地区第13号 1.9672              0

12 保全地区第14号 0.4963              0

13 保全地区第15号 0.0428              0

14 保全地区第16号 0.1908              0

15 保全地区第17号 0.2073 ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ 1           1

16 保全地区第18号 0.2924              0

合計 10.7593              0

改め 10.76              10

№ 項   目 人口

1 総人口(十和田市) 59,963 

2 都市計画区域内 54,978 

3 用途地域内 35,903 

№ 項   目 人口(人)

計画面積 開設面積

  1人当たり   1人当たり

(ha) 公園面積(㎡) (ha) 公園面積(㎡)

1 総人口(十和田市) 59,963 194.20 32.39 53.76 8.97

2 都市計画区域内 54,978 194.20 35.32 53.76 9.78

3 用途地域内 35,903 19.66 5.48 19.66 5.48

4．一人当たりの公園面積

3．人口（R3.3.31現在）

2．保全地区
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公園等の維持管理に係る業務内容

公園・保全地区・広場等の草刈りなどの定期的な管理

公園・保全地区・街路樹等の高木化・腐敗樹木の剪定・伐採 など
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官庁街通り花壇維持管理パートナーシップ など

公園トイレ等の清掃及び管理の業務委託

公園等遊具の専門的な安全点検の業務委託

職員で対応できない高木化・腐敗樹木の剪定・伐採 など



令和２年度 事業実施状況

  職員等による遊具の日常点検   毎月１回

  業務委託による遊具の安全点検  年間３回

  遊具撤去 ・滑り台遊具（北里公園）

 遊具設置 ・滑り台遊具（北里公園）  

 業務委託による高木化樹木の剪定（保全地区１号・１２号）危険樹木伐採 232本

 遊歩道補修（保全地区３号） 補修延長約675ｍ
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事業費の内訳

人件費  21%

需用費  19%

役務費  3%

委託料  50%

借上料  3%

原材料費  2%
備品購入費  1%

補助金  1%

人件費 需用費 役務費 委託料 借上料 原材料費 備品購入費 補助金 公課費
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公園等管理に係る費用

0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000

光熱水費

遊具更新

施設等修繕

手数料

委託料

借上料

原材料費

人件費
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事前質問回答①

十和田市に設置されている公園の面積、並びに施設・設備の内訳をお教えく
ださい。

 ･･･3ページ「都市公園設置状況」をご覧ください。

  

公園緑地の内訳をお教えください。

 ･･･都市公園19ヶ所、保全地区16ヶ所、広場3ヶ所、農村公園21ヶ所、ビオトープ1ヶ
 所、河川公園4ヶ所などがあります。

施設・設備の耐用年数と更新などの予定をお教えください。

 ･･･遊具メーカーでは、構造部材が鉄製の場合には15年を目安として設定されていま
 す。市では、職員等による遊具の日常点検を月１回、業務委託による安全点検を年３
 回実 施しており、予算内で優先度の高い遊具から修繕・更新・撤去を行っています。
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事前質問回答②

人口縮小社会となる場合、全体の予算もダウンサイジングされますが、公園の維持管
理は、どのようになるのでしょうか？将来予測はありますか？

 ･･･公園の維持管理費は、公園緑地等維持管理員の人件費、清掃業務委託料、電気料金、水道料金、
 修繕費、材料費、重機借上料などであり、人口縮小社会となっても公園の維持管理費に大きな変
 化はないものと考えられます。

公園施設については、特に子供たちが遊ぶ遊具が古いままにあると思います。安全面
から高木の剪定等はよく見受けますが、遊具が新しくなったところをあまり目にする
ことがありません。予算規模からの遊具の設置費は年間どのくらいなのかお聞きした
いと思います。

 ･･･直近３年間では、H30遊具修繕2,173,608円、R1遊具修繕901,720円、R2遊具修繕77,000円・  
 遊具購入1,408,000円となっています。

令和２年度は遊具修繕・撤去２件と大幅減少に対し、事業費が増加しているのは保全
地区維持管理費の増加によるものですか。

 ･･･保全地区１号・12号の危険樹木伐採を実施し、計57,200,000円の支出となりました。
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公園等整備の今後について

安全に 利用できる 憩いの場

・高木化及び腐敗樹木 ・老朽化した遊具 ・支障木対策 ・環境整備

11


